
議案第５０号 

 

 

小野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 小野市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 

 

  平成２９年１１月２７日提出 

 

 

 

                   小野市長 蓬 萊  務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 平成３０年４月の消防署北分署設置に伴い、消防職員の定数を増員す

るため。 

（50） 



（50-1） 

小野市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

小野市職員定数条例（昭和２９年小野市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  

 第２条第２号中「６９人」を「８０人」に改め、同条中「４７０人」

を「４８１人」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


